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防
災
情
報
の
配
信
な
ど
、
生
活
に
役
立
つ
「
ふ
っ
さ
情
報
メ
ー
ル
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
（
登
録
方
法
は
ふ
っ
さ
わ
た
し
の
便
利
帳
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

　「日曜日しか時間が空いていない」そんな

方のために福生駅隣接施設でマイナンバーや

コンビニ交付について紹介する展示と申請用

写真撮影、申請書書き方サポートを行います

（要予約）。マイナンバーカードをまだお持ち

でない方は、ぜひこの機会に申請ください！

【マイナンバーカードとは】
・公的な身分証明書になります！

・全国のコンビニエンスストアで

住民票等の証明書が取得可能！

【日時】11 月 10 日㈰午前 10 時

15 分～午後 0 時 15 分、午後 1 時 15 分～ 2

時 15 分（午後 2時最終入場）

【場所】プチギャラリー 2階展示室

【対象】市に住民登録のある方

【定員】先着 30 人 ( 要予約 )

【必要なもの】①通知カードの下部分に付い

ている申請書②印鑑③本人確認書類（下記参

照）

■次の場合はいずれか 1点
住民基本台帳カード（顔写真付きのもの）、

運転免許証、パスポート、在留カード、特別

永住者証明書等、官公署が発行した顔写真付

き身分証明書

■次の場合はいずれか 2点
健康保険証、年金手帳、キャッシュカード等

顔写真のないもの

【申込方法】〈電子申請での予約〉10 月 17 日

㈭～ 11 月 7 日㈭までに市ホームページから

予約してください（先着 12 人）。

〈電話での予約〉10 月 17 日㈭～ 11 月 8 日㈮
の土・日・祝日を除く午前 9 時～午後 4 時

（正午～午後 1 時を除く）の間に総合窓口課 

☎ 551･1511（内線 2419）へ（先着 18 人）。

【問合せ】総合窓口課☎ 551・1595

　第 70 回の福生七夕まつりの開催日
が令和 2 年 7 月 2 日㈭～ 4 日㈯に決定
しました。イベントなどの詳細につい
ては随時お知らせします。
　例年の実施時期とは異なりますの
で、ご注意ください。
【問合せ】福生七夕まつり実行委員
会事務局（シティセールス推進課） 
☎ 551・1699

～来年の七夕まつりは 7月開催～
「第 70 回福生七夕まつり」
　　の開催日が決まりました！

入
札
結
果
の
お
知
ら
せ

▼
工
事
件
名:

市
営
競
技
場
人

工
芝
敷
設
工
事

【
入
札
日
】
８
月
13
日

【
入
札
方
法
】
制
限
付
一
般
競

争
入
札
（
総
合
評
価
方
式
）

【
契
約
日
】
９
月
30
日

【
入
札
参
加
者
数
】
２
者

【
落
札
事
業
者
】
成
友
興
業
株

式
会
社
福
生
営
業
所

【
落
札
金
額
】
１

億

９
，

１
５
１
万
円
（
税
込
）

【
予
定
価
格
】
２

億

１
，

２
７
０
万
８
，
１
０
０
円
（
税

込
）

▼
工
事
件
名:

市
民
会
館
舞
台

装
置
等
改
良
工
事（
電
気
設
備
）

【
入
札
日
】
９
月
５
日

【
入
札
方
法
】
制
限
付
一
般
競

争
入
札

【
契
約
日
】
９
月
17
日

【
入
札
参
加
者
数
】
6
者

【
落
札
事
業
者
】
株
式
会
社
細

谷
電
機

【
落
札
金
額
】
１
億
260
万
円
（
税

込
）

【
予
定
価
格
】
１

億

３
，

４
２
２
万
２
，
４
０
０
円
（
税

込
）

※
市
で
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

入
札
結
果
を
公
表
し
て
い
ま

す
。
市
役
所
第
一
棟
５
階
契
約

管
財
課
契
約
係
窓
口
で
も
入
札

結
果
が
閲
覧
で
き
ま
す
。
な
お
、

電
話
等
に
よ
る
問
合
せ
に
は
応

じ
て
い
ま
せ
ん
。

青
梅
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
「
年
末
調
整
等
説
明
会
」
を

開
催
し
ま
す

　

年
末
調
整
は
、
給
与
所
得
者

の
年
税
額
を
確
定
し
、
毎
月
の

給
与
等
か
ら
源
泉
徴
収
し
た
税

額
と
の
過
不
足
を
精
算
す
る
大

事
な
手
続
き
で
す
。

　

市
内
の
源
泉
徴
収
義
務
者
を

対
象
に
、
次
の
日
程
で
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】
11
月
12
日
㈫
〈
受
付

と
用
紙
配
布
〉
午
後
1
時
～
1

時
30
分
〈
説
明
会
〉
午
後
1
時

30
分
～
4
時

【
場
所
】
市
民
会
館
小
ホ
ー
ル

（
つ
つ
じ
ホ
ー
ル
）

▼
確
定
申
告
を
自
宅
か
ら

e-Tax

で
申
告
し
た
い
方
へ

　

年
末
調
整
等
説
明
会
に
来

場
さ
れ
る
方
を
対
象
と
し
た
、

e-Tax

を
利
用
す
る
た
め
の

「
Ｉ
Ｄ
・

パ
ス
ワ
ー
ド
」
出
張

発
行
を
行
い
ま
す
。

　

な
お
、「
Ｉ
Ｄ
・

パ
ス
ワ
ー
ド
」

の
発
行
は
、
申
告
さ
れ
る
ご
本

人
の
来
場
が
必
要
で
す
（
来
場

者
の
家
族
等
の
分
を
発
行
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
）。

【
持
ち
物
】
運
転
免
許
証
な
ど

の
本
人
確
認
書
類

【
問
合
せ
】
青
梅
税
務
署
法

人
課
税
第
一
部
門
・

管
理
運

営
部
門

☎
０
４
２
８
・

22
・

３
１
８
５

10
月
の
納
税
の
お
知
ら
せ

　

10
月
は
、
市
・

都
民
税
（
第

３
期
）、
国
民
健
康
保
険
税
（
第

４
期
）、
介
護
保
険
料
（
第
４

期
）、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
（
第
４
期
）
の
納
期
で
す
。

納
期
限
は
10
月
31
日
㈭
で
す
の

で
、
お
忘
れ
の
な
い
よ
う
ご
納

付
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
は
10
月
31
日
㈭
の

予
定
で
す
。
残
高
不
足
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が

課
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・

１
５
７
８

年
金
だ
よ
り

▼
「
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金

保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
発

行
さ
れ
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額

が
確
定
申
告
や
年
末
調
整
の
社

会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す
。

　

ま
た
、
ご
家
族
の
国
民
年
金

保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
場
合
で

も
、
納
付
し
た
方
が
社
会
保
険

料
控
除
と
し
て
申
告
で
き
ま

す
。

　

社
会
保
険
料
控
除
の
申
告
を

す
る
際
に
は
、
納
付
し
た
国
民

年
金
保
険
料
を
証
明
す
る
書
類

の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
た
め
、
平
成
31
年
1
月

1
日
か
ら
令
和
元
年
9
月
30
日

ま
で
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保

険
料
額
を
証
明
す
る
「
社
会
保

険
料
（
国
民
年
金
保
険
料
）
控

除
証
明
書
」
が
、
11
月
上
旬
に

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

ま
す
。

　

確
定
申
告
や
年
末
調
整
の
手

続
き
の
際
に
は
こ
の
証
明
書

と
、
令
和
元
年
10
月
1
日
以
降

に
納
付
し
た
保
険
料
の
領
収
書

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
元
年
10
月
1
日
～
12
月

31
日
の
間
に
今
年
初
め
て
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
方
に

は
、
こ
の
証
明
書
が
令
和
2
年

2
月
上
旬
に
送
付
さ
れ
る
予
定

で
す
。

【
問
合
せ
】
ね
ん
き
ん
加
入
者

ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・

003
・

０
０
４
、
青
梅
年
金
事
務
所 

☎
０
４
２
８
・

30
・

３
４
１
０

9 月の航空機騒音測定回数   

測定場所
熊川1571番地先誘導灯付近 福生市役所屋上

測定回数 前年同月比 測定回数 前年同月比

測定回数 1,166 329 292 163

午前7時～午後7時 853 217 206 138

午後7時～午後10時 298 101 86 25

午後10時～午前7時 15 11 0 0

最高音圧レベル（デシベル) 113 -7 97 10

時間帯補正等価騒音レ
ベル(デシベル) 64 -2 48 4

【問合せ】
環境課環境係

～
創
業
を
カ
タ
チ
に
す
る
！
～

「
短
期
集
中
型
・

福
生
市
創
業

ス
ク
ー
ル
」

　

市
で
は
創
業
し
た
い
と
考
え

て
い
る
方
や
創
業
後
１
年
未
満

の
方
を
対
象
に
、
全
３
回
の
集

中
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

　

参
加
者
同
士
や
有
識
者
等
で

徹
底
的
に
創
業
イ
メ
ー
ジ
を
検

討
し
、
実
践
的
な
計
画
へ
練
り

上
げ
、
実
際
に
創
業
す
る
こ
と

を
目
指
し
ま
す
。
３
回
の
講
座

の
う
ち
１
回
は
空
き
店
舗
等
を

見
学
し
、
創
業
地
を
選
ぶ
際
の

ポ
イ
ン
ト
等
を
勉
強
し
ま
す
。

※
参
加
に
あ
た
っ
て
、
簡
単
な

創
業
ア
イ
デ
ア
シ
ー
ト
を
ご
記

入
い
た
だ
き
ま
す
。
書
き
方
等

が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

【
日
時
】
11
月
２
日
・

９
日
・

30

日
の
各
土
曜
日
午
後
２
時
～
５

時
【
場
所
】
も
く
せ
い
会
館

【
対
象
】
こ
れ
か
ら
創
業
す
る

方
、
創
業
後
１
年
未
満
の
方

【
持
ち
物
】
所
定
の
創
業
ア
イ

デ
ア
シ
ー
ト
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。
）

【
申
込
み
】
電
話
で
シ
テ
ィ
セ
ー

ル
ス
推
進
課
産
業
活
性
化
グ

ル
ー
プ
☎
551
・

１
６
９
９
へ
。

プチギャラリーで日曜日に
マイナンバー申請サポート！

拡大実施！

～ 11 月 5 日㈫から～
　　旧姓（旧氏）併記制度がスタートします

　この制度は、女性が活躍で

きる社会づくりのための取

り組みとして、希望する方の

住民票の写し、マイナンバー

カード、印鑑登録証明書に旧

姓の併記を可能とするもので

す。仕事などで旧姓を用いて

いる方が旧姓を公的に証明で

きることになります。

【申請に必要なもの】①戸籍

謄
とう

本（併記を希望する旧姓か

ら現在までの全てのもの）

②マイナンバーカード、通知

カード（お持ちの方）

③印鑑（印鑑登録をされてい

る方で、旧姓の印鑑の登録を

希望される方等）

④本人確認書類（下記参照）

■次の場合はいずれか 1点
住民基本台帳カード（顔写真

付きのもの）、運転免許証、

パスポート、官公署が発行し

た顔写真付き身分証明書

■次の場合はいずれか 2点
健康保険証、年金手帳、キャッ

シュカード等顔写真のないも

の

〈よくある質問〉
Ｑ：旧姓としてはどのような
ものを併記できますか。
Ａ：旧姓を初めて併記する場
合は、過去の氏の中から一つ
を選んで併記できます。
Ｑ：旧姓の併記をしている時
に、併記されている旧姓を住
民票等に表示しないようにす
ることはできますか。
Ａ：住民票では、旧姓は氏名
とあわせて公証されているも
のであることから、旧姓また
は現在の姓の一方のみを表示
することはできません。旧姓
の申請をされた場合はマイナ
ンバーカード、印鑑登録証明
書にも旧姓が併記されます。
Ｑ：旧姓併記の申請は婚姻届
と同時にできますか。
Ａ：戸籍謄本の添付が必要と
なりますので、同時にするこ
とはできません。
【問合せ】総合窓口課☎ 551・

1595

【人口と世帯数（令和元年 10 月 1 日現在）】【人口】〈男〉28,795〈女〉28,906〈計〉57,701【世帯数】30,421【問合せ】総合窓口課☎ 551・1595


